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　税制改正により、2024年1月以降は建築確認を受けた新築住宅で住宅ローン減税を受けるた
めには、省エネ基準に適合する必要がある。本特別企画では、2024年1月からの住宅ローン減
税について、押さえておくべきポイントを整理する。
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住宅ローン減税住宅ローン減税のの
改正点改正点とと
アドバイスアドバイスののポイントポイント

2024年1月2024年1月からから適用！適用！

宅
ロ
ー
ン
減
税
の
理
解
を

深
め
る
た
め
、
ま
ず
は
住

宅
ロ
ー
ン
減
税
の
基
本
と
令
和
４

年
度
の
改
正
内
容
を
確
認
す
る
。

　
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
は
、
正
式
に

は
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
」

と
い
う
。
一
定
の
要
件
を
満
た
し

た
う
え
で
住
宅
ロ
ー
ン
を
組
み
マ

イ
ホ
ー
ム
を
購
入
し
た
場
合
、
確

定
申
告
や
年
末
調
整
の
際
に
、
年

末
時
点
の
ロ
ー
ン
残
高
の
０
・
７

％
が
最
長
13
年
間
、
所
得
税
か
ら

控
除
さ
れ
る
。
所
得
税
だ
け
で
控

除
で
き
な
い
場
合
は
、
住
民
税
か

ら
も
一
定
金
額
の
控
除
が
受
け
ら

れ
る
。

　
中
古
住
宅
の
購
入
、
工
事
費
が

１
０
０
万
円
を
超
え
る
リ
フ
ォ
ー

ム
な
ど
も
対
象
と
な
る
。

　
い
わ
ゆ
る
所
得
控
除
で
は
な

く
、
収
入
か
ら
計
算
さ
れ
た
所
得

税
額
か
ら
一
定
額
を
差
し
引
け
る

税
額
控
除
な
の
で
、
税
金
そ
の
も

の
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
、
効
果

が
大
き
い
制
度
だ
。

　
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
適
用
に

は
、
新
築
住
宅
で
は
図
表
１
の
よ

う
な
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要

が
あ
る
。

　
ま
た
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
を
受

け
る
に
は
確
定
申
告
を
行
う
必
要

が
あ
る
が
、
給
与
所
得
者
は
最
初

の
年
に
確
定
申
告
を
す
れ
ば
、
翌

年
か
ら
は
勤
務
先
の
年
末
調
整
で

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
あ
れ

ば
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
ｅ

－
Ｔ
ａ

ｘ
）
で
申
告
が
可
能
だ
。

環
境
に
配
慮
し
た

住
宅
で
あ
る
必
要
が

　
で
は
、
２
０
２
４
年
１
月
以
降

は
何
が
変
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

住

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の

基
本
と
改
正
内
容
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住
宅
ロ
ー
ン
に
関
す
る
減
税
は

こ
れ
ま
で
も
延
長
や
減
税
規
模
の

増
減
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
近

年
も
消
費
税
率
の
引
上
げ
、
コ
ロ

ナ
特
例
な
ど
に
よ
っ
て
控
除
額
や

控
除
期
間
が
改
正
さ
れ
た
が
、
２

０
２
４
年
（
令
和
６
年
）
以
後
は

適
用
期
限
が
延
長
さ
れ
、
次
の
４

点
の
改
正
が
実
施
さ
れ
る
。

①�

２
０
２
４
年
１
月
以
降
に
建
築

確
認
を
受
け
た
新
築
住
宅
は
省

エ
ネ
基
準
に
適
合
す
る
必
要
が

あ
る

②�

住
宅
の
省
エ
ネ
性
能
に
応
じ
て

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
対
象
と
な

る
借
入
限
度
額
が
異
な
る
（
３

０
０
０
万
円
～
４
５
０
０
万

円
）

③�

申
請
に
省
エ
ネ
基
準
適
合
住
宅

以
上
の
住
宅
で
あ
る
こ
と
の
証

明
書
が
必
要
と
な
る

④�

確
定
申
告
・
年
末
調
整
で
は
、

借
入
金
の
年
末
残
高
証
明
書
の

提
出
が
不
要
と
な
る

対
象
と
な
る
新
築
住
宅
が

厳
格
化
さ
れ
る

　
次
に
、
改
正
内
容
が
適
用
さ
れ

る
新
築
住
宅
に
つ
い
て
も
確
認
し

て
お
き
た
い
。

　
改
正
後
は
、「
認
定
長
期
優
良

住
宅
・
認
定
低
炭
素
住
宅
」「
Ｚ

Ｅ
Ｈ
水
準
省
エ
ネ
住
宅
」「
省
エ

ネ
基
準
適
合
住
宅
」
の
住
宅
が
対

象
と
な
る
。
借
入
限
度
額
は
３
０

０
０
万
円
～
４
５
０
０
万
円
で
、

控
除
期
間
は
13
年
間
、
控
除
率
は

０
・
７
％
と
な
る
。

　
な
お
、
２
０
２
４
年
１
月
１
日

以
降
に
入
居
す
る
場
合
、
省
エ
ネ

基
準
適
合
住
宅
以
上
の
住
宅
で
あ

る
こ
と
の
証
明
書
が
取
れ
な
く
て

も
、
次
の
事
実
関
係
が
確
認
で
き

る
場
合
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の

適
用
対
象
と
な
る
。

・�

２
０
２
３
年
末
ま
で
に
建
築
確

認
を
受
け
た
場
合
は
確
認
済
証

ま
た
は
検
査
済
証
で
確
認
で
き

る
ケ
ー
ス

・�

２
０
２
４
年
６
月
30
日
ま
で
に

竣
工
済
で
、
登
記
事
項
証
明
書

で
確
認
で
き
る
ケ
ー
ス

（出所）筆者作成

図表１　新築住宅で住宅ローン減税を受けるための主な要件

（１）住宅取得後６カ月以内に入居し、引き続き居住していること

（２）家屋の床面積（登記面積）が50㎡以上であること（注）

（３）�床面積の２分の１以上が、専ら自己の居住の用に供されるもので
あること

（４）�民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ロー
ン等を利用していること

（５）�住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するもの
であること

（６）控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること

注：�家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満であっても控除を受けることは
できるが、その場合は、（６）の要件が1,000万円以下となる。


